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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）第１の多孔質面と；
　（ｂ）第２の多孔質面と；
　（ｃ）前記第１の多孔質面と前記第２の多孔質面との間の多孔質バルクと
を備える多孔質膜であって、
少なくとも前記第１の多孔質面が粒子被覆を備え、前記被覆中の前記粒子が２５ダイン／
ｃｍ（２．５×１０－２Ｎ／ｍ）以下の臨界湿潤表面張力（ＣＷＳＴ）を有し、ＰＴＦＥ
粒子を含み、
前記多孔質膜が多孔質ＰＴＦＥ膜である、多孔質膜。
【請求項２】
　前記粒子が２５ダイン／ｃｍ（２．５×１０－２Ｎ／ｍ）～１６ダイン／ｃｍ（１．６
×１０－２Ｎ／ｍ）の範囲のＣＷＳＴを有する、請求項１に記載の膜。
【請求項３】
　前記被覆下の前記膜が、２３ダイン／ｃｍ（２．３×１０－２Ｎ／ｍ）～７８ダイン／
ｃｍ（７．８×１０－２Ｎ／ｍ）の範囲のＣＷＳＴを有する、請求項１又は２に記載の膜
。
【請求項４】
　流体混合物から有機相を取り出す方法であって、不連続有機相および連続水相の混合物
を含む流体を請求項１～３のいずれか一項に記載の膜の前記第１の面に対して接線方向に
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進めるステップと、前記水相を前記膜の前記第１の面と平行に進めながら、前記有機相を
前記膜の前記第１および第２の面に通過させるステップと、を備える方法。
【請求項５】
　前記混合物が固相をさらに備え、前記方法が前記水相および前記固相を前記膜の前記第
１の面と平行に進めながら、前記有機相を前記膜の前記第１および第２の面に通過させる
ステップを備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　（ａ）入口と、濃縮液出口を含む第１の出口と、透過液出口を含む第２の出口とを含み
、前記入口と前記第１の出口との間の第１の流体流路を規定し；前記入口と前記第２の出
口との間の第２の流体流路を規定する筐体と；
　（ｂ）前記第１の流体流路を横切って前記筐体内に配置されている、請求項１～３のい
ずれか一項に記載の多孔質膜と
を含む、クロスフローフィルタモジュール。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［発明の背景］
　[0001]油および水を含有する混合物から、または油、水および固体を含有する混合物か
ら油を取り出すことができる。例えば、代替燃料市場では、三相分離装置を使用して水相
および固相から油相を分離する企業もある。他の分離法には、例えば、１つまたは複数の
遠心分離機を使用することが含まれる。
【０００２】
　[0002]しかしながら、従来の分離法は非効率的および／または高価である。
【０００３】
　[0003]本発明は、先行技術の欠点の少なくともいくつかを改善する。本発明のこれらの
および他の利点は、以下に示す説明から明らかになるだろう。
【０００４】
［発明の概要］
　[0004]本発明の実施形態によると、第１の多孔質面と；第２の多孔質面と；第１の多孔
質面と第２の多孔質面との間の多孔質バルクとを備える、有機相を含む流体を処理するた
めの多孔質膜であって、少なくとも第１の多孔質面は粒子被覆をさらに備え、被覆中の粒
子は約２５ダイン／ｃｍ（約２．５×１０－２Ｎ／ｍ）以下の臨界湿潤表面張力（Ｃｒｉ
ｔｉｃａｌ　Ｗｅｔｔｉｎｇ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｔｅｎｓｉｏｎ）（ＣＷＳＴ）、典型的
には約２２ダイン／ｃｍ～約１６ダイン／ｃｍ（約２．２×１０－２Ｎ／ｍ～約１．６×
１０－２Ｎ／ｍ）の範囲のＣＷＳＴを有する多孔質膜が提供される。好ましくは、被覆中
の粒子はＰＴＦＥ粒子を備える。
【０００５】
　[0005]典型的には、被覆下の多孔質膜は、約２３ダイン／ｃｍ～約７８ダイン／ｃｍ（
約２．３×１０－２Ｎ／ｍ～約７．８×１０－２Ｎ／ｍ）の範囲のＣＷＳＴを有する。
【０００６】
　[0006]流体混合物から有機相を取り出す方法であって、被覆膜の実施形態を不連続有機
相および連続水相の混合物を備える流体と接触させるステップと、有機相を膜に通過させ
るステップと、を備える方法が本発明の別の実施形態により提供される。好ましくは、本
方法は、水相が膜の第１の面と平行に進み、有機相が膜の第１および第２の面を通過する
ように、混合物を膜の第１の面（第１の面は粒子被覆を備える）に対して接線方向に進め
るステップを含む。
【０００７】
　[0007]本方法のいくつかの実施形態では、混合物は固相も備え、本方法は、水相および
固相が膜の第１の面と平行に進み、有機相が膜の第１および第２の面を通過するように、
混合物を膜の第１の面に対して接線方向に進めるステップを含む。
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【０００８】
　[0008]本方法の実施形態によると、水相が枯渇した（および混合物が固相を含む場合に
は固相が枯渇した）膜を通過した有機相は、好ましくはさらなる処理、再利用または処分
に適した条件下で回収される。
【０００９】
　[0009]膜を含むフィルタ装置およびフィルタモジュールも本発明の実施形態により提供
される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】２つの商業的に入手可能な膜と比べた本発明の実施形態による膜のスループット
を示すグラフである。
【図２】商業的に入手可能な膜と比べた本発明の２つの実施形態による膜のスループット
を示すグラフである。
【００１１】
［発明の詳細な説明］
　[0012]好適には、本発明による膜を、高表面エネルギー連続液相（好ましくは水などの
水相）から低表面エネルギー不連続液相、好ましくは有機相（より好ましくは油）を分離
する、例えば、油と水の混合物から油を分離する、または油と水および固相の混合物から
油を分離するのに使用することができる。
【００１２】
　[0013]本発明の実施形態によると、第１の多孔質面と；第２の多孔質面と；第１の多孔
質面と第２の多孔質面との間の多孔質バルクとを備える、有機相を含む流体を処理するた
めの多孔質膜であって、少なくとも第１の多孔質面は粒子被覆をさらに備え、被覆中の粒
子は約２５ダイン／ｃｍ（約２．５×１０－２Ｎ／ｍ）以下、好ましくは約２２ダイン／
ｃｍ～約１６ダイン／ｃｍ（約２．２×１０－２Ｎ／ｍ～約１．６×１０－２Ｎ／ｍ）の
範囲のＣＷＳＴを有する多孔質膜が提供される。より好ましい実施形態では、粒子はＰＴ
ＦＥ粒子を備える。
【００１３】
　[0014]流体混合物から有機相を取り出す方法であって、被覆膜の実施形態を不連続有機
相および連続水相の混合物を備える流体と接触させるステップと、有機相を膜に通過させ
るステップと、を備える方法が本発明の別の実施形態により提供される。好ましくは、本
方法は、水相が膜の第１の面と平行に進み、有機相が膜の第１および第２の面を通過する
ように、混合物を膜の第１の面に対して接線方向に進めるステップを含む。
【００１４】
　[0015]本方法のいくつかの実施形態では、混合物は固相も備え、本方法は、水相および
固相が膜の第１の面と平行に進み、有機相が膜の第１および第２の面を通過するように、
混合物を膜の第１の面に対して接線方向に進めるステップを含む。
【００１５】
　[0016]本方法の実施形態によると、水相が枯渇した（および混合物が固相を含む場合に
は固相が枯渇した）膜を通過した有機相は、好ましくは回収および再利用される。
【００１６】
　[0017]有機相は、例えば、混合物の総体積の約５％～約１５％の範囲にあってよいが、
混合物の５％未満または混合物の１５％超であってもよい。典型的には、固相は、直径が
約１０ミクロン程度またはそれ以下の小粒子を含む。固相は、例えば、混合物の総体積の
約１０％～約２０％の範囲にあってよいが、混合物の１０％未満または混合物の２０％超
であってもよい。
【００１７】
　[0018]いかなる特定の機構にも限定されないが、クロスフロー濾過用途で使用する（特
に固体粒子が油滴よりも大きい）場合、固体が持ち上げられ、油滴が連続層に一体化し、
膜まで引きずられ、透過の改善をもたらすと考えられる。
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【００１８】
　[0019]液体およびスプレー状の商業的に入手可能な粒子を含む、例えば、粒子流体およ
びスプレー流体に典型的には担体流体を備える種々の粒子（好ましくは、ＰＴＦＥ粒子）
が本発明に使用するのに適している。粒子被覆は、当技術分野で公知の種々の技術、例え
ば、スプレー塗装（粒子がエアロゾルとして膜上に噴霧される液滴中に懸濁している）、
および浸漬塗装（粒子が、膜が浸漬される液体中に懸濁している）により膜に堆積させる
ことができる。好ましくは、粒子は、膜の表面に塗布するための揮発性担体液体中に懸濁
している。適した揮発性担体液体には、例えば、１，１，１，２－テトラフルオロエタン
およびメタノールが含まれる。ＰＴＦＥ粒子を含む例示的な適したスプレー、剥離剤およ
び潤滑剤は、例えば、Ｍｉｌｌｅｒ－Ｓｔｅｐｈｅｎｓｏｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍ
ｐａｎｙ，Ｉｎｃ．、ＳＰＲＡＹＯＮ（Ｃｌｅｖｅｌａｎｄ、ＯＨ）およびＣｈｅｍ－Ｔ
ｒｅｎｄ　Ｌ．Ｐ．（Ｈｏｗｅｌｌ、ＭＩ）から入手可能である。
【００１９】
　[0020]粒子は、任意の適した平均直径を有することができ、任意の適した濃度で膜の表
面に塗布することができる。典型的には、粒子は、約１ミクロン～約６ミクロンの範囲の
平均直径（いくつかの実施形態では、約３ミクロン～約６ミクロンの範囲の平均直径）を
有するが、より大きいまたはより小さい平均直径を有する粒子も本発明の実施形態により
使用するのに適することができる。典型的には、スプレーガンで塗布する場合、粒子は、
少なくとも約０．２ｇｍ／プレートの速度で塗布され、より典型的には少なくとも０．８
ｇｍ／プレートの速度で塗布される。
【００２０】
　[0021]粒子は、約２５ダイン／ｃｍ（約２．５×１０－２Ｎ／ｍ）以下、好ましくは約
２２ダイン／ｃｍ～約１６ダイン／ｃｍ（約２．２×１０－２Ｎ／ｍ～約１．６×１０－

２Ｎ／ｍ）の範囲の臨界湿潤表面張力（ＣＷＳＴ、例えば、米国特許第４，９２５，５７
２号明細書に定義される）を有する。
【００２１】
　[0022]被覆される膜は、任意の所望のＣＷＳＴを有することができる。典型的には、膜
は、約２３ダイン／ｃｍ（約２．３×１０－２Ｎ／ｍ）～約７８ダイン／ｃｍ（約７．８
×１０－２Ｎ／ｍ）の範囲のＣＷＳＴを有するが、ＣＷＳＴはこれらの値より小さくても
大きくてもよい。ＣＷＳＴは、当技術分野で知られているように、例えば、米国特許第５
，１５２，９０５号明細書、第５，４４３，７４３号明細書、第５，４７２，６２１号明
細書および第６，０７４，８６９号明細書にさらに開示されているように選択することが
できる。
【００２２】
　[0023]商業的に入手可能な膜を含む種々の膜、好ましくは、高分子膜が本発明に使用す
るのに適している。適したポリマーには、それだけに限らないが、ポリテトラフルオロエ
チレン（ＰＴＦＥ）などの全フッ素置換ポリオレフィン、ポリオレフィン（例えば、ポリ
プロピレンおよびポリメチルペンテン）、ポリエステル、ポリアミド（例えば、任意のナ
イロン、例えば、ナイロン６、１１、４６、６６および６１０）、ポリイミド、スルホン
（例えば、ポリエーテルスルホン、ビスフェノールＡポリスルホン、ポリアリールスルホ
ンおよびポリフェニルスルホンなどの芳香族ポリスルホンを含むポリスルホン）、ハロゲ
ン化ポリビニリデン（フッ化ポリビニリデン（ＰＶＤＦ）を含む）、アクリル、ポリアク
リロニトリル、ポリアラミド、ポリアリーレンオキシドおよびスルフィド、ならびにハロ
ゲン化オレフィンおよび不飽和ニトリルから製造したポリマーおよびコポリマーが含まれ
る。
【００２３】
　[0024]他の適した材料には、酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酢酸－プロピ
オン酸セルロース、酢酸－酪酸セルロースおよび酪酸セルロースなどのセルロース系誘導
体が含まれる。
【００２４】
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　[0025]適した商業的に入手可能な膜には、それだけに限らないが、Ｐａｌｌ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎから商標ＳＵＰＯＲ（登録商標）、ＶＥＲＳＡＰＯＲ（登録商標）および
ＰＯＳＩＤＹＮＥ（登録商標）、ＵＬＴＩＰＯＲ　Ｎ６６（登録商標）、ＵＬＴＩＰＯＲ
（登録商標）、ＦＬＵＯＲＯＤＹＮＥ（登録商標）、ＬＯＰＲＯＤＹＮＥ（登録商標）、
ＣＡＲＢＯＸＹＤＹＮＥ（登録商標）、ＩＭＭＵＮＯＤＹＮＥ（登録商標）、ＢＩＯＤＹ
ＮＥ　Ａ（登録商標）、ＢＩＯＤＹＮＥ　Ｂ（登録商標）、ＢＩＯＤＹＮＥ　Ｃ（登録商
標）およびＭＵＳＴＡＮＧ（登録商標）で入手可能なものが含まれる。
【００２５】
　[0026]膜の孔構造は、例えば、処理される流体の組成および／または有機相液滴のサイ
ズに依存する。膜は、任意の適した孔構造、例えば、孔サイズ（例えば、米国特許第４，
３４０，４７９号明細書に記載されているように起泡点もしくはＫＬにより証明される、
または毛管凝縮フローポロメトリー（ｃａｐｉｌｌａｒｙ　ｃｏｎｄｅｎｓａｔｉｏｎ　
ｆｌｏｗ　ｐｏｒｏｍｅｔｒｙ）により証明される）、平均流量孔（ＭＦＰ）径（例えば
、ポロメータ、例えば、Ｐｏｒｖａｉｒ　Ｐｏｒｏｍｅｔｅｒ（Ｐｏｒｖａｉｒ　ｐｌｃ
、Ｎｏｒｆｏｌｋ、ＵＫ）もしくは商標ＰＯＲＯＬＵＸ（Ｐｏｒｏｍｅｔｅｒ．ｃｏｍ；
ベルギー）で入手可能なポロメータを使用して特徴づけられる場合）、孔レーティング（
ｐｏｒｅ　ｒａｔｉｎｇ）、孔径（例えば、米国特許第４，９２５，５７２号明細書に記
載されている修正ＯＳＵ　Ｆ２試験を使用して特徴づけられる場合）または流体が多孔質
膜を通過する際に対象となる１種または複数の材料の通過を減少させるまたは可能にする
除去レーティング（ｒｅｍｏｖａｌ　ｒａｔｉｎｇ）を有することができる。典型的には
、膜は、約０．１～約０．８ミクロンの範囲の平均孔サイズを有するが、平均孔サイズが
この範囲のサイズより大きくても小さくてもよい。
【００２６】
　[0027]本発明の実施形態によると、膜は、平面、プリーツおよび／または中空円筒を含
む種々の構成を有することができる。
【００２７】
　[0028]１つまたは複数の膜が、典型的には少なくとも１つの入口および少なくとも１つ
の出口を備え、入口と出口との間の少なくとも１つの流体流路を規定する筐体内に配置さ
れ、膜は流体流路を横切ってフィルタ装置またはフィルタモジュールを提供する。ある実
施形態では、入口および第１の出口を備え、入口と第１の出口との間の第１の流体流路を
規定する筐体と、第１の流体流路を横切って筐体内に配置されている膜とを備えるフィル
タ装置が提供される。
【００２８】
　[0029]好ましくは、クロスフロー用途のために、膜は、少なくとも１つの入口および少
なくとも２つの出口を備え、入口と第１の出口との間の少なくとも第１の流体流路および
入口と第２の出口との間の第２の流体流路を規定する筐体内に配置され、膜は第１の流体
流路を横切ってフィルタ装置またはフィルタモジュールを提供する。例示的実施形態では
、フィルタ装置はクロスフローフィルタモジュールを備え、筐体は入口と、濃縮液出口を
含む第１の出口と、透過液出口を含む第２の出口とを備え、入口と第１の出口との間の第
１の流体流路および入口と第２の出口との間の第２の流体流路を規定し、膜は第１の流体
流路を横切って配置されている。
【００２９】
　[0030]フィルタ装置またはフィルタモジュールは滅菌可能であってもよい。適した形状
で、入口および１つまたは複数の出口を提供する任意の筐体を使用してよい。
【００３０】
　[0031]筐体は、処理される流体と適合性である任意の不浸透性熱可塑性材料を含む任意
の適した硬質不浸透性材料から製作することができる。例えば、筐体は、ステンレス鋼な
どの金属またはポリマー、例えば、アクリル、ポリプロピレン、ポリスチレンまたはポリ
カーボネート樹脂などの透明または半透明ポリマーから製作することができる。
【００３１】
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　[0032]以下の実施例は、本発明をさらに説明するが、当然のことながら、本発明の範囲
を何ら限定するものとして解釈すべきではない。
【００３２】
［実施例１］
　[0033]この実施例は、本発明の実施形態による膜の調製を説明する。
【００３３】
　[0034]７５～７８ダイン／ｃｍのＣＷＳＴを有する０．４５ミクロン（μｍ）ＵＬＴＩ
ＰＯＲナイロン６，６膜（Ｐａｌｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｐｏｒｔ　Ｗａｓｈｉｎ
ｇｔｏｎ、ＮＹ）に、溶媒中に懸濁したポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）粒子（
ＣＷＳＴ約１８～２０ダイン／ｃｍ）を噴霧して（Ｍｉｌｌｅｒ－Ｓｔｅｐｈｅｎｓｏｎ
スプレーＭＳ－１２２Ｖ；平均粒径６μｍ、１～２０μｍの範囲）粒子被覆を得て、膜の
被覆上流面（流体が接触する最初の面）を得る。
【００３４】
［実施例２］
　[0035]この実施例は、本発明の実施形態による膜と商業的に入手可能な膜を比較するも
のであり、商業的に入手可能な膜と比べて本発明の実施形態による膜の効率が高いことを
示している。
【００３５】
　[0036]商業的に入手可能なＰＴＦＥ（０．４５μｍ；ＣＷＳＴ２５ダイン／ｃｍ；ＥＭ
ＦＬＯＮ、Ｐａｌｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｅａｓｔ　Ｈｉｌｌｓ、ＮＹ）およびポ
リエチレン（０．４μｍ；ＣＷＳＴ３５ダイン／ｃｍ；ＳＯＬＵＰＯＲ；Ｌｙｄａｌｌ　
Ｉｎｃ．、Ｍａｎｃｈｅｓｔｅｒ、ＣＴ）膜を得て、実施例１の通り製造した膜のように
筐体内に配置し、ここでは実施例１の通り製造した膜の被覆面が筐体内の膜の上流面とな
る。
【００３６】
　[0037]試験流体は９０％の水（連続水相を表す）および１０％のヘキサデカン（分散し
た有機相を表す）とする。膜は、クロスフローステンレス鋼筐体内のステンレス鋼支持体
と溶剤結合した平板とする。筐体内の有効膜面積は０．０１２８Ｍ２である。試験流体の
初期供給中のヘキサデカンの量に基づいて、これらの実験中に到達され得る最大スループ
ットは２５３Ｌ／Ｍ２である。
【００３７】
　[0038]ヘキサデカンのみが膜を通過する。
【００３８】
　[0039]図１に示すように、ヘキサデカンスループット（Ｌ／Ｍ２）（Ｘ軸）およびヘキ
サデカン流束（リットル／平方メートル／時間）（ＬＭＨ；ｌｍ－２ｈ－１）（Ｙ軸）の
グラフは、本発明の実施形態による膜については、ほとんど２５０Ｌ／Ｍ２の合計スルー
プットで流束が２２５ＬＭＨに達する一方で、商業的に入手可能なＰＴＦＥ膜は、２２５
Ｌ／Ｍ２の合計スループットで約１７５ＬＭＨに達する流束を示し、商業的に入手可能な
ポリエチレン膜は、１７５Ｌ／Ｍ２の合計スループットで約２５ＬＭＨに達する流束を示
すことを示している。グラフはまた、各膜について、おそらくはヘキサデカン（油）が膜
を通過するにつれて供給中のヘキサデカン（油）濃度が低下するために、流束が減少する
ことを示している。
【００３９】
［実施例３］
　[0040]この実施例は、本発明の２つの実施形態による膜と商業的に入手可能な膜を比較
するものであり、商業的に入手可能な膜と比べて本発明の実施形態による膜の効率が高い
ことを示している。
【００４０】
　[0041] 商業的に入手可能なＰＴＦＥ（０．４５μｍ；ＣＷＳＴ２５ダイン／ｃｍ；Ｅ
ＭＦＬＯＮ、Ｐａｌｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｅａｓｔ　Ｈｉｌｌｓ、ＮＹ）膜を得
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る。
【００４１】
　[0042]１つの商業的に入手可能なＰＴＦＥ膜、ならびに０．４５μｍＵＬＴＩＰＯＲナ
イロン６，６膜（Ｐａｌｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｐｏｒｔ　Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ
、ＮＹ）に、溶媒中に懸濁したＰＴＦＥ粒子を噴霧する（Ｍｉｌｌｅｒ－Ｓｔｅｐｈｅｎ
ｓｏｎスプレーＭＳ－１２２ＸＤ；平均粒径３．７μｍ、１～１５μｍの範囲）。これら
の粒子被覆膜を商業的に入手可能なＰＴＦＥ膜と比較する。
【００４２】
　[0043]膜を筐体内に配置し、実施例２と同じ試験流体および条件を使用して試験し、結
果を実施例２に記載するようにグラフ化する。
【００４３】
　[0044]ヘキサデカンのみが膜を通過する。
【００４４】
　[0045]図２に示すように、ヘキサデカンスループット（Ｌ／Ｍ２）（Ｘ軸）およびヘキ
サデカン流束（ＬＭＨ）（Ｙ軸）のグラフは、本発明の実施形態による膜については、約
２２５Ｌ／Ｍ２の合計スループットで流束が約８００～約１０００ＬＭＨに達する一方で
、商業的に入手可能なＰＴＦＥ膜は、２２０Ｌ／Ｍ２の合計スループットで約２００ＬＭ
Ｈに達する流束を示すことを示している。グラフはまた、各膜について、ヘキサデカン（
油）が膜を通過するにつれて供給中のヘキサデカン（油）濃度が低下するので流束が減少
することを示している。
【００４５】
　[0046]本明細書で引用する刊行物、特許出願および特許を含む全ての参考文献は、これ
により、あたかも各参考文献が個別的かつ具体的に参照により組み込まれることが示され
ており、本明細書にその全体が示されているのと同程度に参照により組み込まれる。
【００４６】
　[0047]本発明を説明する文脈（特に、以下の特許請求の範囲の文脈）での「ａ」および
「ａｎ」および「ｔｈｅ」および「少なくとも１つ」という用語ならびに類似の指示対象
の使用は、本明細書に特に指示しない限りまたは文脈上明確に否定されない限り、単数形
および複数形の両方を網羅すると解釈すべきである。１つまたは複数の物品の列挙が続く
「少なくとも１つ」という用語（例えば、「ＡおよびＢの少なくとも１つ」）の使用は、
本明細書に特に指示しない限りまたは文脈上明確に否定されない限り、列挙される物品か
ら選択される１つの物品（ＡもしくはＢ）または列挙される物品の２つ以上の任意の組み
合わせ（ＡおよびＢ）を意味すると解釈すべきである。「備える」、「有する」、「含む
」および「含有する」という用語は、特に言及しない限り、開放型（ｏｐｅｎ－ｅｎｄｅ
ｄ）用語（すなわち、「それだけに限らないが、含む」を意味する）として解釈すべきで
ある。本明細書における値の範囲の列挙は、本明細書に特に指示しない限り、その範囲に
入る各別個の値に個別的に言及する速記法として働くことを意図しているにすぎず、各別
個の値はあたかも個別的に本明細書に列挙されているように本明細書に組み込まれる。本
明細書に記載する全ての方法は、本明細書に特に指示しない限りまたは文脈上明確に否定
されない限り、任意の適した順序で行うことができる。本明細書で提供する任意のおよび
全ての例、または代表的言語（例えば、「など」）の使用は、本発明をより良く明らかに
することを意図しているにすぎず、特に主張しない限り、本発明の範囲に制限を課すもの
ではない。本明細書中のいかなる言語も、本発明の実施に必須であるものとして任意の請
求されていない要素を示すものと解釈すべきでない。
【００４７】
　[0048]本発明を実施するための本発明者らが知っている最良の方法を含む、本発明の好
ましい実施形態を本明細書に記載する。これらの好ましい実施形態の変形は、前記説明を
読めば当業者に明らかになり得る。本発明者らは、当業者が適切な方法でこのような変形
を使用すると予測し、本発明者らは、本発明が本明細書に具体的に記載されているものと
別の方法で実施されることを意図している。したがって、本発明は、準拠法で許される、
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本明細書に添付されている特許請求の範囲に列挙されている主題の全ての修正および同等
物を含む。さらに、全ての可能な変形の上記要素の任意の組み合わせが、本明細書に特に
指示しない限りまたは文脈上明確に否定されない限り、本発明に包含される。

【図１】 【図２】
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